
三好市公告第 84 号 

 

令和 7 年度三好市放課後児童クラブ（箸蔵・白地・三縄・山城）運営業務について、当該

委託業務の受託者を公募型プロポーザル方式により選定するので、次のとおり公告する。 

 

 

令和 6 年 9 月 24 日 

 

三好市長 高 井 美 穂 

 

業務概要 

 

（１）業 務 名  三好市放課後児童クラブ（箸蔵・白地・三縄・山城）運営業務 

 

（２）業務内容   箸蔵放課後児童クラブ、白地放課後児童クラブ、三縄放課後児童クラ

ブ、山城放課後児童クラブの管理運営業務。 

 

（３）履行期間  令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで 

※契約締結の翌日から令和 7 年 3 月 31 日までの間を開設準備期間 

とし、業務の開始準備や支援員等の確保を行うものとする。 

 

（４）発 注 者  三好市長 高 井 美 穂 

 

 

詳細については、別添「三好市放課後児童クラブ（箸蔵・白地・三縄・山城）運営業務委託

業者選定プロポーザル募集要領」に依る。 

 

 

 

 

 

◆本プロポーザル担当課 

三好市環境福祉部 子育て支援課 

郵便番号：〒778-0004 

住 所：三好市池田町シンマチ 1474 番地  

電話番号：0883-72-7648 

Ｅメール：kosodateshien@city.tokushima-miyoshi.lg.jp 


